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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
懸濁液中のｈＥＳ－由来の細胞集合体を含むバイオリアクタであって、
懸濁液中のｈＥＳ－由来の細胞集合体が、以下の工程を含む方法により発生させたもので
ある、バイオリアクタ。
（ａ）  未分化の接着性の霊長類多能性幹細胞培養物を提供すること；
（ｂ）  （ａ）の接着性の霊長類多能性幹細胞培養物を霊長類多能性幹単独細胞の懸濁液
内に解離すること；
（ｃ）  霊長類多能性幹細胞の未分化成長を支持する定義された培地中に霊長類多能性幹
単独細胞懸濁液をシードし、それにより霊長類多能性幹単独細胞懸濁液培養物を形成する
こと；
（ｄ）  霊長類多能性幹単独細胞懸濁液培養物を低せん断応力で撹拌し、該懸濁液中のｈ
ＥＳ単独細胞に実質的に均一な霊長類多能性幹細胞集合体を形成させること；
（ｅ）  懸濁液中の霊長類多能性幹細胞集合体を分化培養条件に接触させ、懸濁液中のｈ
ＥＳ細胞集合体に、懸濁液中の霊長類多能性幹由来の細胞集合体を形成させる；
  それにより、懸濁液中の霊長類多能性幹由来の細胞集合体を発生させること。
【請求項２】
 前記分化培養条件が、線維芽細胞増殖因子、表皮細胞増殖因子ファミリー、成長および
分化因子（ＧＤＦ）ファミリーアンタゴニスト、レチノイン酸、アポプトーシス阻害剤、
ＴＴＮＰＢ、Ｒｈｏ－キナーゼ阻害剤、ＴＧＦ－βファミリー成長因子インヒビター、Ｔ
ＧＦ－βファミリー成長因子、ＷＮＴ因子ファミリーのメンバーからなる群から選ばれる
１つ以上の成分を含む、請求項１に記載のバイオリアクタ。
【請求項３】
前記霊長類多能性幹細胞集合体が、
ａ）フィーダー、マトリックス、及び、接着成長培養のない環境で分化したものである、
又は、
ｂ）約６０ｒｐｍから１６０ｒｐｍで回転されたものである、
請求項１又は２に記載のバイオリアクタ。
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【請求項４】
前記霊長類多能性幹単独細胞懸濁液の撹拌が、回転培養からなる、請求項１～３のいずれ
か１項に記載のバイオリアクタ。
【請求項５】
前記接着性の霊長類多能性幹細胞が、ヒト胚性幹細胞である、請求項１～４のいずれか１
項に記載のバイオリアクタ。
【請求項６】
前記バイオリアクタが、
ａ）スケールアップシステムである、又は、
ｂ）サイズ、形もしくはその両者において実質的に均一である霊長類多能性幹由来の細胞
集合体を含む、又は、
ｃ）前記霊長類多能性幹由来の細胞集合体が懸濁された流体栄養培地を含む容器を含む、
請求項１～５のいずれか１項に記載のバイオリアクタ。
【請求項７】
前記霊長類多能性幹由来の細胞集合体が生理的に許容可能な培地に懸濁された、請求項１
～６のいずれか１項に記載のバイオリアクタ。
【請求項８】
前記培地が、インスリン、ＩＧＦ－１、又はその両者を実施的に含まない、請求項７記載
のバイオリアクタ。
【請求項９】
前記霊長類多能性幹由来の細胞集合体が、
ａ）ブラキリ、ＳＯＸ１７、ＦＯＸＡ２、ＨＮＦ１β、ＰＤＸ１、ＮＫＸ６．１、ＮＫＸ
２．２、ＩＮＳ、ＧＣＧ、ＳＳＴ、ＳＯＸ７、及びＰＴＦ１Ａからなる群から選ばれる１
つ以上のマーカを発現する、または、
ｂ）内胚葉、外胚葉、及び、中胚葉からなる群から選ばれる細胞である、又は、
ｃ）胚体内胚葉細胞集合体、前腸内胚葉細胞集合体、及びＰＤＸ１陽性内胚葉細胞集合体
からなる群から選ばれる細胞集合体である、又は、
ｄ）バッチフィードされる、
請求項１～９のいずれか１項に記載のバイオリアクタ。
【請求項１０】
環境条件の少なくとも一つを調節する手段を含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の
バイオリアクタ。
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